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内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 
 

当社は、平成22年11月26日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記の

通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 
(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

① 当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、会社の永続的な発展

のために、経営の透明性、効率性及び健全性を追求してまいります。また、当社は、会社の社会

的役割を認識し、法令および定款等を遵守するとともに株主をはじめ地域社会、顧客企業、従業

員などステーク・ホルダーとの良好な関係の維持発展を図るために、経営の意思決定及び業務の

執行に関しての責任の明確化を行い、企業自身の統制機能を強化していく所存であります。 
 

② 従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、コーポレートガバナンスと経営理念、企業倫理が記

載されている「プラップジャパン・ハンドブック」を配付し、周知徹底を図るとともに、社内教

育機関である「プラップ大学」にて教育研修できる体制をとっております。また、取締役および

従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度「プラッ

プ目安箱」を実施しております。  
 

③ 当社は、内部監査に関する基本的事項を内部監査規程に定めており、監査担当者が監査役と連携

し、内部監査を計画的に実施しております。内部監査の指摘事項に対しては、改善指示書を提出

後、改善状況を確認し、フォローアップを行っております。これら内部監査の運営を円滑に行う

とともに、経営の合理化・能率化および業務の適正な遂行を図っております。 
 

④ 当社は、業務の性質上クライアントの企業秘密やインサイダー情報を扱うことが多いため、イン

サイダー取引防止規程および秘密管理規程を制定し、情報管理には万全を期した体制を構築して

おります。また、ISO/IEC27001(ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を全社

で取得しており、当社の情報セキュリティが適切に行われていることを、第三者機関によって証

明できる体制となっております。 
 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、文書または電磁的記録により取扱っており、法令・社

内規程に従い適切に保存されております。また、情報の管理については、当社の「情報セキュリティ

ルールブック」や各種管理マニュアルにより管理を実施し、必要に応じて各種規程等の見直しを行っ

ております。 

 

 

 



 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社のリスク管理体制は、リスクを一元的に管理し、主要なリスクを抽出、予防の方策、またリス

クが発生した場合は迅速な情報収集・分析を的確に行い、被害を最小限にくい止め、再発を防止し、

当社の企業価値を保全するために、代表取締役社長を委員長とする「リスク対策委員会」を設置し、

リスク管理規程に従った運用および管理のもと、リスクへの対策を適切に実施しております。 

 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 事業運営については、会社情勢、経済情勢の変化等企業環境の動向を踏まえた経営方針や中期利

益計画に基づき、その実行計画として年度予算を月度単位で策定し、毎月、合同会議（グループ

長以上の管理職及び役員）を開催し、各営業部門の売上高及び営業利益実績について、予算実績

対比の差異分析を実施し、報告、検討を行っております。取締役はこの月次決算の報告を受け、

定例取締役会で経営上及び予算執行上の重要な課題について意思決定を行っております。 
 

② 当社の取締役会は、定例取締役会を原則として毎月1回開催しており、臨時取締役会は必要に応じ

て随時開催し、経営上の重要事項について審議・決定しております。また、各取締役の職務執行

の監督を行うとともに、職務の執行状況の報告を受けております。監査役は、取締役会等の重要

な会議に出席し、取締役の職務の執行に対する監視を行っております。 
 

③ 当社は、企業経営及び日常業務に関して、経営判断上の参考とするため、弁護士の助言と指導を

適宜受けられる体制を設け、法務リスク管理体制の強化に努めております。また、会計監査を担

当する監査法人と、定期的な監査のほか会計上の課題については随時確認をとるなど、会計処理

並びに内部統制組織の適正性の確保に努めております。 
 

④ 日常の職務執行に際しては、職務権限規程に基づき権限の委譲が行われ、各管理職位の権限関係

と責任の所在を明確に定めて、会社業務の組織的かつ効果的な運営を図ることができる体制をと

っております。 
 

⑤ 内部統制の構築に当たっての全社的な管理については、会社法および金融商品取引法上の内部統

制体制を整備するため「内部統制プロジェクトチーム」を組成して行っております。当プロジェ

クトチームの構成員は、ＩＴ、内部監査、経理、管理、営業関連業務に精通している者を招集し、

会社法および金融商品取引法上の内部統制システムの監査を含めた、より実質的な内部統制を構

築できる体制としております。 
 

(5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社グループの業務の適正については、関係会社管理規程に従い管理しております。関係会社管

理規程は、関係会社に対する全般的な管理方針、管理組織について定めてあり、関係会社に関す

る業務の円滑化および管理の適正化を図り、もって関係会社を指導・育成し、相互の利益を促進

向上に努めております。 
 
② 当社グループの業務執行の状況については、内部監査規程に基づき、内部監査担当が関係会社に

対し、原則として毎年１回以上、定期または臨時に、実地監査を行っております。また、実地監

査報告書は、内部監査担当の意見を付して代表取締役社長に報告し、監査の結果に基づいて、必

要があれば関係会社に対して指示または勧告を行っております。 
 

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、管理部門長が監査役会と協

議し、人事規程に基づき、当該従業員を適材配置するものとしております。また、各監査役が内部

監査担当者や管理部門などの業務執行に係る従業員に対して、監査役の職務の補助を一時的に依頼

した場合についても、対応できる体制となっております。 
 

 



 

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を得た上、決定して

おります。また、監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行するもの

としますが、取締役からの独立性に影響がなく監査役会の同意を得た場合については、当社の業務

執行に係る役職を兼務することができるものとしております。 
 

(8) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

取締役および従業員は、監査役会規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報

告および情報提供を行っております。監査役は、取締役の職務の執行を監査し、必要と認めた場合

取締役および従業員に報告を求め、また、会社の組織・制度の改廃、資産の取得、処分、投資・融

資およびその他重要な事項、内部統制、内部監査についての報告を受け、調査することができる体

制となっております。 
 

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役は、監査役会規程に従い、経営方針の決定過程および業務執行情況を把握するために、取

締役会その他、会社の重要な会議に出席し意見を述べることができます。また、会議に出席しな

い時は、議事録・資料を閲覧することができます。 
 
② 監査役は、監査役会規程に従い、会社が適法性を欠く業務、または適法性を欠く恐れがある事実

を発見した場合、それを指摘、取締役会に勧告でき、状況によってその行為の差止めを要求でき

ます。 
 
③ 監査役は、内部監査規程に従い内部監査担当と密接な連携を保ち、内部監査を効率的に行ってお

ります。また、内部監査担当は、内部監査の計画、経過、結果を監査役に報告又は相談しており

ます。 
 

④ 監査役は、内部統制基本計画書に従い、内部統制プロジェクトチームや会計監査人と連携のもと

に、計画的に効率的に内部統制監査を行っております。 
 

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制整備 

当社は、常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、社会の秩序や安全に脅威を及ぼす反社

会勢力とは一切の関係を遮断するという信念を持っております。このような信念のもと、企業責任

者自らが危機管理意識を持ち、取締役会、幹部社員会議等において、折に触れ注意を促し、会社一

体の毅然とした対応を徹底しております。 
特に、新規顧客との取引開始時には、新聞・雑誌・インターネットの活用はもとより、外部調査

機関への依頼、報道機関や取引金融機関・取引先等からの風評を収集し、万全を期した態勢で臨ん

でおります。また、警察署や関係機関により開催される反社会勢力に関するセミナー等には、取締

役 管理部門長が参加し、意識の徹底を図っております。さらに、万一に備えて、警察署の相談窓口

との関係強化や専門家の指導に基づいた緊急体制の構築をすべく、体制を整えております。 
 
 

以  上 


